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を
超
え
る
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
民
間
有
識
者
で
構
成
さ

れ
る
日
本
創
成
会
議
が
、
団
塊
の
世
代

が
い
っ
せ
い
に
75
歳
と
な
る
2
0
2
5

年
に
は
、
東
京
都
と
千
葉
県
、
埼
玉

県
、
神
奈
川
県
の
介
護
施
設
が
13
万
人

分
不
足
す
る
と
の
推
計
を
ま
と
め
、
介

護
施
設
な
ど
が
相
対
的
に
充
実
し
て
い

る
41
地
域
へ
の
移
住
を
提
言
し
ま
し
た

（
2
0
1
5
年
6
月
公
表
）。

こ
う
し
た
デ
ー
タ
や
提
言
な
ど
を

見
る
と
、
自
分
の
老
後
は
ど
う
な
る
の

だ
ろ
う
と
心
配
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
ず
は
、
要
介
護
に
な
ら
な
い
よ
う
、

生
活
習
慣
に
気
を
配
っ
た
り
、
運
動
で

身
体
を
鍛
え
て
お
く
な
ど
、
で
き
る
範

囲
で
の
努
力
が
大
切
で
す
。
た
だ
、
要

介
護
に
な
っ
た
場
合
の
こ
と
も
想
定
し
、

必
要
と
な
る
費
用
に
つ
い
て
あ
る
程
度

厚
生
労
働
省
に
よ
る
と
、
65
歳
以

上
の
高
齢
者
数
は
、
2
0
1
5
年
は

3,
3
9
5
万
人
（
人
口
に
占
め
る
割

合
：
26 .
8
%
）
で
す
が
、2
0
2
5
年

に
は
3,
6
5
7
万
人
（
同
30 .
3
%
）

に
な
る
予
想
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
に
伴

い
、
公
的
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定

を
受
け
る
高
齢
者
は
、
2
0
1
2
年
は

5
3
3
万
人
で
、
公
的
介
護
保
険
制
度

が
ス
タ
ー
ト
し
た
2
0
0
0
年
の
2 . 

4
倍
に
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
認
知
症
を

患
っ
て
い
る
高
齢
者
は
2
0
1
2
年
で

約
4
6
2
万
人
（
う
ち
介
護
保
険
利

用
者
：
3
0
5
万
人
）、
2
0
2
5
年

に
は
7
0
0
万
人
（
同：4
7
0
万
人
）

自
ら
の
介
護・認
知
症
に
備
え
る

～
介
護
に
か
か
る
費
用・制
度
を
知
っ
て
お
こ
う
～

要
介
護
者・認
知
症
高
齢
者

は
増
え
続
け
て
い
く

小川 千尋（おがわ ちひろ）
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プランナー、子育て・教育資金アドバイ
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表1: 要介護別の身体状況の目安  

要介護度 身体の状態

要支援
1 要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要と

する状態

2
生活の一部について部分的に介護を必要とする状態

要介護

1

2 軽度の介護を必要とする状態

3 中等度の介護を必要とする状態

4 重度の介護を必要とする状態

5 最重度の介護を必要とする状態

※生命保険文化センター「介護保障ガイド」を参考に筆者作成。

日
本
人
の
平
均
寿
命
は
年
々
延
び
続
け
、2
0
1
4
年
に
は
男
性
80 

50
歳
、女
性
86 

83
歳
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
一
方
で
、認
知
症
に
な
る
こ
と
や
ひ
と
り
で
老
後
を
迎
え
る
こ
と
を
心
配
す
る
声
を
よ
く
聞
き
ま
す
。

仮
に
介
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
と
、当
然
の
こ
と
な
が
ら
、生
活
費
以
外
に
お
金
が
か
か
り
ま
す
。

介
護
に
か
か
る
費
用
・
制
度
を
知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

.

.
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主
な
公
的
施
設
は
、
介
護
老
人
福

祉
施
設
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
＝

特
養
）、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護

療
養
型
医
療
施
設
で
す
。

費
用
は
、
サ
ー
ビ
ス
費
用
（
入

所
す
る
施
設
・
居
室
の
タ
イ
プ
、
要

介
護
度
で
異
な
り
ま
す
）
の
1
割
と

食
費
、
居
住
費
、
日
常
生
活
費
が
自

己
負
担
で
、
介
護
老
人

福
祉
施
設
だ
と
、
月
額

6.
3
万
円
く
ら
い
が
必

要
に
な
り
ま
す
（「
25
年

度
介
護
サ
ー
ビ
ス
施
設
・

事
業
所
調
査
」
厚
生
労
働

省
）（
所
得
の
低
い
人
に

は
軽
減
措
置
あ
り
）。

公
的
3
施
設
に
入
居

申
し
込
み
が
で
き
る
の

は
、
要
介
護
３
以
上
。
入

所
希
望
者
が
多
い
の
で
、

入
所
待
ち
の
期
間
（
待
機

期
間
）
が
長
く
な
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
待
機
し

て
い
る
間
、
在
宅
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
な
が
ら
の

介
護
が
難
し
い
場
合
は
、

民
間
の
施
設
を
利
用
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
民

は
、
4
万
4
4
0
0
円
に
引
き
上
げ

ら
れ
ま
し
た
。

簡
単
な
具
体
的
例
で
見
て
み
ま
し
ょ

う
。脳

梗
塞
で
倒
れ
て
半
身
麻
痺
と
な

り
、
要
介
護
3
に
認
定
さ
れ
た
方
が
、

在
宅
サ
ー
ビ
ス
を
中
心
と
し
つ
つ
、

月
に
数
回
、施
設
に
通
っ
た
り
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
し
た
場
合
を
仮
定
す
る
と
、

表
2
の
と
お
り
、
月
当
た
り
の
自
己

負
担
は
4
万
円
以
上
が
か
か
り
ま
す
。

の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
お
く
こ
と
も
大

事
で
す
。
た
だ
漠
然
と
不
安
に
な
る
の

で
は
な
く
、「
今
の
自
分
に
何
が
足
り

な
い
の
か
」
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

要
介
護
に
な
る
と
、
多
く
の
人
は
公

的
介
護
保
険
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
初
に
、
現

状
の
仕
組
み
と
費
用
を
確
認
し
て
お
き

ま
す
。
た
だ
、
40
～
50
代
の
人
が
利
用

す
る
よ
う
に
な
る
30
～
40
年
後
に
は
様

変
わ
り
を
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の

で
、
数
年
に
一
度
は
制
度
全
体
を
確
認

し
て
み
る
ほ
か
、大
き
な
改
正
の
ニ
ュ
ー

ス
な
ど
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
費

用
負
担
が
ど
う
変
わ
る
か
を
確
認
す
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

公
的
介
護
保
険
（
以
下
、介
護
保
険
）

は
、
40
歳
以
上
の
全
国
民
が
加
入
し
て

保
険
料
を
負
担
し
、
原
則
65
歳
以
上
で

支
援
や
介
護
が
必
要
に
な
る
と
「
介
護

サ
ー
ビ
ス
」
を
利
用
で
き
る
制
度
で
す
。

要
介
護
度
別
の
身
体
状
況
の
目
安
は
表

１
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
は
、「
在
宅
サ
ー

ビ
ス
」、「
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
」、「
施

設
サ
ー
ビ
ス
」
の
３
種
類
が
あ
り
、
在

宅
サ
ー
ビ
ス
と
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
に
は
、
自
宅
で
受
け
る
サ
ー
ビ
ス
と

施
設
で
受
け
る
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す

（
16
ペ
ー
ジ
／
種
類
は
表
3
、
4
参
照
）。

こ
の
ほ
か
、
要
介
護
の
初
期
段
階
に
お

け
る
介
護
環
境
の
整
備
の
た
め
に
、
福

祉
用
具
貸
与
、
特
定
福
祉
用
具
購
入
費

の
支
給
、
住
宅
改
修
費
の
支
給
と
い
う

サ
ー
ビ
ス
も
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
原
則
と
し
て

利
用
料
の
1
割
（
一
定
額
以
上
の
所
得

の
あ
る
人
は
２
割
）
を
負
担
す
れ
ば
、

必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
介
護
保
険
で
利
用
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
は
、
要
介
護
度
に
よ
っ
て

月
々
の
限
度
額
が
決
ま
っ
て
お
り
（
17

ペ
ー
ジ
／
表
5
参
照
）、
こ
れ
を
超
え

た
分
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

施
設
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
食
費
＋
日
常
生

活
費
は
自
己
負
担
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、「
原
則
１
割
負
担
」

と
い
っ
て
も
、
実
際
の
自
己
負
担
は

も
っ
と
多
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

一
方
で
、
過
度
な
負
担
に
は
歯

止
め
も
用
意
さ
れ
て
お
り
、「
高
額

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
「
高
額
医
療

合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
い
う

自
己
負
担
の
軽
減
制
度
が
あ
り
ま

す
。
な
お
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

に
よ
る
自
己
負
担
限
度
額
（
月
）
は
、

3
万
7
2
0
0
円
で
す
が
、
27
年
度

か
ら
公
的
医
療
保
険
制
度
に
お
け
る

「
現
役
並
み
所
得
者
」
に
該
当
す
る
人

施
設
介
護
に
は
、公
的
な

施
設
と
民
間
の
施
設
が
あ
る

ま
ず
は
、公
的
介
護
保
険
の

仕
組
み
を
知
っ
て
お
こ
う

…要介護3の支給限度額は、269,310円	 	 	
①支給限度額を超えた分は全額自己負担：277,070円－269,310円＝7,760円	
②支給限度額内の1割負担：269,310円×0.1=26,931円	 	 	
③ショートステイ時の滞在費＋食費：7,500円	 	 	
自己負担計＝①＋②＋③＝42,191円	 	 	

１回当たり 利用回数 料金

訪問看護（医療的管理） 8,140 月 5回 40,700

訪問看護（身体介助） 3,880 月 22回 85,360

デイケア（リハビリ） 7,720 月 13回 100,360

ショートステイ 8,550 月 3日 25,650

福祉用具レンタル 25,000

合計 277,070

ショートステイ時の滞在費＋食費の 3日分は 7,500 円	 	

（円）表2: 介護サービス料と自己負担額の例
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20
～
30
年
後
も
変
わ
ら
な
い
と
思
わ

れ
ま
す
。

と
く
に
、
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う

に
、
東
京
都
、
千
葉
県
、
埼
玉
県
、
神

奈
川
県
は
施
設
不
足
で
安
価
で
優
良

な
施
設
に
入
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
可

能
性
が
あ
る
の
で
、
こ
う
し
た
エ
リ
ア

の
人
は
、
早
く
か
ら
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

の
見
直
し
も
含
め
て
少
し
長
い
目
で
み

た
プ
ラ
ン
を
考
え
て
お
く
こ
と
が
大
事

だ
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
在
宅
介
護
で
介
護
度
が
軽

い
う
ち
は
公
的
年
金
と
貯
蓄
の
取
り

崩
し
で
費
用
の
工
面
は
で
き
る
で
し
ょ

う
が
、
施
設
入
所
と
な
る
と
貯
蓄
の
取

り
崩
し
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
む
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
今
後
、
健
康
保
険
料

や
介
護
保
険
料
な
ど
の
義
務
的
負
担

は
増
え
、
医
療
費
も
増
し
て
い
く
と
予

想
さ
れ
る
の
で
、
老
後
の
生
活
費
の
中

か
ら
介
護
費
用
を
工
面
す
る
の
は
厳
し

く
な
る
で
し
ょ
う
。

2
0
1
2
年
度
厚
生
労
働
省
委
託

調
査
「
仕
事
と
介
護
の
両
立
に
関
す
る

実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
」
に
よ
る
と
、

現
在
で
も
、
介
護
者
（
主
に
子
世
代
）

が
介
護
費
用
を
負
担
し
て
い
る
ケ
ー
ス

が
約
4
割
に
も
上
り
ま
す
が
、
で
き
れ

ば
子
世
代
に
お
金
の
面
で
迷
惑
を
か
け

な
い
よ
う
、
介
護
・
医
療
資
金
（
介
護

ま
で
至
ら
な
く
て
も
、
高
齢
に
な
る
と

医
療
費
も
か
か
り
ま
す
）
を
考
慮
し
た

間
施
設
の
代
表
例
と
し
て
は
、
有
料
老

人
ホ
ー
ム
と
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
住

宅
（
サ
高
住
）
が
あ
り
、
要
支
援
・
要

介
護
に
か
か
わ
ら
ず
入
所
で
き
ま
す
。

・
有
料
老
人
ホ
ー
ム
…
大
き
く
介
護

付
き
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
住
宅
型
有
料

老
人
ホ
ー
ム
、
健
康
型
有
料
老
人
ホ
ー

ム
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

・
サ
高
住
…
高
齢
者
の
受
け
入
れ
支

援
に
特
化
し
た
集
合
住
宅
で
、
バ
リ
ア

フ
リ
ー
な
ど
一
定
の
設
備
と
サ
ー
ビ
ス

が
提
供
さ
れ
る
賃
貸
住
宅
で
す
。

民
間
施
設
に
か
か
る
費
用
は
、
入

居
一
時
金
（
将
来
の
費
用
を
含
め
た

前
払
い
金
）
の
有
無
や
、
立
地
、
設
備
、

介
護
レ
ベ
ル
な
ど
に
よ
っ
て
ま
ち
ま

ち
で
、
月
々
の
費
用
は
、
10
～
40
万

円
と
相
当
な
幅
が
あ
り
ま
す
。

介
護
に
か
か
る
費
用
は
、
要
介
護

度
と
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
か
、
そ
れ
が
何
年
続
く
か

で
異
な
り
ま
す
。
国
の
方
針
は
、「
介

護
は
で
き
る
だ
け
在
宅
で
」
な
の
で
、

ギ
リ
ギ
リ
ま
で
在
宅
で
介
護
保
険
の

サ
ー
ビ
ス
の
限
度
額
＋
α
で
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
、
ど
う
し
て
も
在
宅
介
護

が
難
し
く
な
っ
た
ら
施
設
へ
入
る
と
考

え
る
の
が
一
般
的
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、

介
護
費
用
は

目
安
が
立
て
に
く
い

サービスの種類

自宅で	
受ける
サービス

夜間対応型訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

施設などを
利用して
受ける
サービス

認知症対応型通所介護

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

小規模多機能型居宅介護

複合型サービス

表4: 地域密着型サービスの種類 

※生命保険文化センター「介護保障ガイド」を参考に筆者作成。

※生命保険文化センター「介護保障ガイド」を参考に筆者作成。

サービスの種類

自宅で	
受ける
サービス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

施設などを
利用して
受ける
サービス

通所介護（デイサービス）

通所リハビリテーション（デイケア）

短期入所生活介護	
（福祉施設でのショートステイ）

短期入所療養介護
（医療施設でのショートステイ）

特定施設入居者生活介護

表3: 在宅サービスの種類 
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め
に
増
や
し
た
い
分
は
あ
る
程
度
の
リ

ス
ク
を
覚
悟
し
て
収
益
性
の
高
い
金
融

商
品
、
と
い
う
よ
う
に
、
資
金
に
よ
っ

て
運
用
方
法
を
使
い
分
け
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
な
お
、
当
然
の
こ
と
で
す
が
、

「
低
い
リ
ス
ク
で
高
い
リ
タ
ー
ン
を
得

ら
れ
る
」
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
老
後

資
金
を
増
や
そ
う
と
焦
る
あ
ま
り
、
金

融
詐
欺
の
被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
に
気

を
付
け
ま
し
ょ
う
。

そ
ろ
そ
ろ
介
護
が
必
要
か
な
、
認
知

老
後
資
金
の
準
備
を
考
え
た
い
も
の
で

す
。
と
く
に
、
い
ざ
と
な
っ
た
と
き
に
介

護
費
用
を
負
担
し
て
く
れ
る
子
ど
も
が

い
な
い
お
ひ
と
り
さ
ま
は
、
介
護
・
医

療
費
用
の
準
備
を
よ
り
早
く
か
ら
意
識

し
て
怠
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。

準
備
方
法
は
シ
ン
プ
ル
に
積
み
立
て

て
い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
40
～
50
代

は
、
こ
れ
か
ら
20
～
30
年
の
時
間
が
あ

る
の
で
、
民
間
の
介
護
保
険
で
備
え
る

の
も
選
択
肢
の
一
つ
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
お
金
に
お
金
を
稼
い
で
も
ら
う
運

用
に
も
取
り
組
み
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、

老
後
の
た
め
に
確
実
に
確
保
し
て
お
き

た
い
分
は
安
全
性
の
高
い
金
融
商
品
、

さ
ら
に
そ
の
上
で
余
裕
あ
る
老
後
の
た

成
年
後
見
制
度
と
日
常
生
活
自
立

支
援
事
業
が
カ
バ
ー
し
て
い
る
範

囲
の
違
い
を
知
っ
て
お
こ
う

　
高
齢
に
な
る
と
認
知
症
で
判
断
能
力

が
衰
え
て
し
ま
っ
た
と
き
が
不
安
で
す
。

と
く
に
、
お
ひ
と
り
さ
ま
に
は
切
実
な

心
配
事
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な

と
き
に
使
え
る
公
的
制
度
を
2
つ
紹
介

し
ま
す
。

　
全
国
の
市
町
村
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

あ
る
社
会
福
祉
協
議
会
が
実
施
し
て
い

る
「
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
」
は
、
あ

る
程
度
、
判
断
能
力
が
あ
る
段
階
で
利

用
で
き
ま
す
。
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
受
け

方
や
介
護
保
険
関
係
の
書
類
の
書
き
方

が
分
か
ら
な
い
、
お
金
の
管
理
に
困
っ

て
い
る
と
い
っ
た
人
が
対
象
で
す
。
本

人
に
、
社
会
福
祉
協
議
会
と
契
約
で
き

る
判
断
能
力
が
な
く
な
る
と
、
本
人
に

ふ
さ
わ
し
い
援
助
に
つ
な
ぐ
「
成
年
後

見
制
度
」
の
利
用
を
支
援
し
て
く
れ
ま

す
。
詳
細
は
最
寄
り
の
社
会
福
祉
協
議

会
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

「
成
年
後
見
制
度
」
に
は
、
「
任
意
後
見

制
度
」
と
「
法
定
後
見
制
度
」
が
あ
り
ま

す
。
前
者
は
、
判
断
能
力
が
な
く
な
っ

た
と
き
に
備
え
て
代
理
人
（
任
意
後
見

人
）
を
決
め
て
お
く
も
の
。
契
約
は
、
原

則
と
し
て
公
証
役
場
で
行
う
の
で
、
詳

し
く
は
公
証
役
場
に
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。
判
断
能
力
が
「
不
十
分
、
著
し

く
不
十
分
、
常
に
欠
け
て
い
る
」
状
態
で

利
用
で
き
る
の
が
「
法
定
後
見
制
度
」

で
す
。
「
後
見
・
保
佐
・
補
助
」
の
3
種

類
あ
り
、
本
人
の
判
断
能
力
の
程
度
に

応
じ
て
選
び
ま
す
。
本
人
の
住
所
地
の

家
庭
裁
判
所
に
後
見
開
始
の
審
判
な
ど

の
申
し
立
て
が
必
要
で
す
。
申
し
立
て

ら
れ
る
の
は
本
人
、
配
偶
者
、
4
親
等

内
の
親
族
で
す
が
、
身
寄
り
の
い
な
い

お
ひ
と
り
さ
ま
は
市
区
町
村
長
が
申
し

立
て
を
行
っ
て
く
れ
ま
す
。

症
か
も
…
と
不
安
に
な
っ
た
ら
、
家
族

に
相
談
す
る
と
と
も
に
、
自
治
体
の
介

護
相
談
窓
口
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。
ち

な
み
に
、
筆
者
が
住
ん
で
い
る
自
治
体

に
は
、「
高
齢
者
あ
ん
し
ん
1
0
0
番
」

と
い
う
相
談
窓
口
が
あ
り
、
高
齢
者

の
日
常
生
活
や
介
護
に
関
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
悩
み
・
不
安
・
疑
問
に
対
し
て
、

相
談
員
が
自
治
体
の
サ
ー
ビ
ス
や
窓
口

を
案
内
し
て
く
れ
ま
す
。
お
ひ
と
り
さ

ま
に
も
心
強
い
相
談
相
手
に
な
っ
て
く

れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
介
護
保
険
法
で
定
め
ら
れ
た

地
域
住
民
の
保
健
・
福
祉
・
医
療
の
向

上
、
介
護
予
防
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
を

総
合
的
に
行
う
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
で
も
相
談
で
き
ま
す
。
コ
ラ
ム
で

紹
介
し
て
い
る
社
会
福
祉
協
議
会
に

相
談
し
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
前
に
、
近

く
に
あ
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
や
介
護

施
設
の
概
要
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
、
職
員

体
制
、
費
用
な
ど
の
情
報
を
調
べ
た
い

場
合
は
、
厚
生
労
働
省
の
「
介
護
サ
ー

ビ
ス
情
報
公
表
シ
ス
テ
ム
」（http://

w
w

w
.kaigokensaku.jp/

）、
全
国

の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
第
三
者
評
価
結

果
が
知
り
た
け
れ
ば
独
立
行
政
法
人

福
祉
医
療
機
構
の
「
ワ
ム
ネ
ッ
ト
」

（http://w
w

w
.w

am
.go.jp/

）
の
サ

イ
ト
を
閲
覧
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

表5: 在宅サービスの支給限度額と自己負担額（月額）

※生命保険文化センター「介護保障ガイド」を参考に筆者作成。

要介護度 支給限度額 自己負担額
（原則 1割）

要支援

1 50,030 円 5,003 円

2 104,730 円 10,473 円

要介護

1 166,920 円 16,692 円

2 196,160 円 19,616 円

3 269,310 円 26,931 円

4 308,060 円 30,806 円

5 360,650 円 36,065 円

介
護・認
知
症
の
不
安
は

身
近
な
相
談
窓
口
を

利
用
し
よ
う
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